
診療報酬の算定方法 【医科診療報酬点数表】一部抜粋 中央社会保険医療協議会 総会（第 272 回） 議事次第 平成 26 年 2 月 12 日（水） 

項 目 現 行 改 正 案 

第 2 章 特掲診療料 

第 13 部 病理診断 

第 1 節 病理標本作製料 

Ｎ００２ 免疫染色（免疫抗体法） 

病理組織標本作製 

【項目の追加】 

 

 

 

 

 

 

Ｎ００４ 細胞診（１部位につき） 

【注の見直し】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【新設】 

 

 

 

 

 

 

１ エストロジェンレセプター       720点 

２ プロジェステロンレセプター      690点 

３ ＨＥＲ２タンパク           690点 

４ ＥＧＦＲタンパク           690点 

 

５ その他（１臓器につき）        400 点 

 

注 過去に穿刺し又は採取し、固定保存液に回 

収した検体から標本を作製して、診断を行っ 

た場合には、液状化検体細胞診加算として、 

所定点数に 85 点を加算する。 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

１ エストロジェンレセプター    720 点 

２ プロジェステロンレセプター   690 点 

３ ＨＥＲ２タンパク        690点 

４ ＥＧＦＲタンパク        690点 

５ ＣＣＲ４タンパク        10,000点 

６ その他（１臓器につき）      400 点 

 

注１ １について、固定保存液に回収した検体 

から標本を作製して、診断を行った場合に 

は、婦人科材料等液状化検体細胞診加算と 

して、18 点を所定点数に加算する。 

 

２ ２について、過去に穿刺し又は採取し、 

固定保存液に回収した検体から標本を作製 

して、診断を行った場合には、液状化検体 

細胞診加算として、85点を所定点数に加算 

する。 

 

Ｎ００５－２ ＡＬＫ融合遺伝子標本作製 

6,520 点 

 


